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は
じ
め
に

　

近
年
、
多
文
化
主
義
は
世
界
的
に
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、

場
合
に
よ
っ
て
は
「
失
敗
だ
っ
た
」
と
す
る
研
究
者
も
増
え
て
い
る
。

さ
ら
に
は
中
国
政
府
に
よ
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
へ
の
影
響
力
・
支
配

力
拡
大
の
た
め
の
陰
謀
の
道
具
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る

（
ク
ラ
イ
ブ
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
、
山
岡
鉄
秀
・
奥
山
信
二
訳
『
目
に
見

え
ぬ
侵
略
―
―
中
国
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
支
配
計
画
』
飛
鳥
新
社
、

二
〇
二
〇
年
を
参
照
）。
本
書
は
、
現
在
の
多
文
化
主
義
を
そ
の
ま

ま
擁
護
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
と
も
か
く
も
多
文
化
主
義
擁
護
を

目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。「
多
文
化
主
義
（M

ulticulturalism

）」

と
、
そ
れ
に
基
づ
く
「
多
文
化
承
認
政
治
（Politics of m

ulticultural 
recognition

）」
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
可
能
性
を
前
提
に
し
た
上
で

「
ネ
イ
シ
ョ
ン
（Nation

）」
や
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（Nationalism

）」

の
概
念
に
は
ま
だ
有
用
性
が
十
分
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
性
急
に
否

定
す
る
の
は
問
題
だ
と
の
認
識
の
上
に
書
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

多
文
化
主
義
と
多
文
化
承
認
の
政
治
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
よ

う
な
の
で
大
い
に
気
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
取
り
上
げ
た
い
。

　

と
は
い
え
、
単
純
に
多
文
化
主
義
や
多
文
化
承
認
政
治
、
そ
し
て

ネ
イ
シ
ョ
ン
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
概
念
を
擁
護
す
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
た
め
に
は
い
ろ
い
ろ
な
条
件
が
あ
る
の
で
、
そ
の
点
を
明
ら
か

に
し
た
い
と
い
う
の
が
本
書
の
目
的
で
あ
る
こ
と
は
前
も
っ
て
念
を

押
し
て
お
き
た
い
。
端
的
に
い
う
と
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
、
そ
し
て
多
文
化
主
義
や
文
化
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
承
認
政

治
に
対
し
て
は
大
い
に
懐
疑
的
な
姿
勢
を
み
せ
る
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア

ル
研
究
者
の
研
究
成
果
を
批
判
的
に
摂
取
し
て
、
従
来
の
文
化
観
や

そ
の
文
化
観
に
基
づ
く
多
文
化
主
義
、
あ
る
い
は
「
相
違
の
政
治

（Politics of difference

）」
を
異
な
っ
た
角
度
か
ら
批
判
的
に
み

て
、
そ
れ
ら
の
今
後
の
可
能
性
を
再
考
し
よ
う
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん

本
書
は
、
古
い
同
化
主
義
に
基
づ
く
国
民
統
合
政
策
や
同
質
的
社
会

の
再
来
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
。

目
次
と
概
要
紹
介

　

目
次
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
イ
ン
デ
ク
ス
を
含
め
て
本
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文
一
八
七
頁
）。

Preface
1. Rethinking the N

ation
2.  Conceptualising nation: D

iscourse, dem
ocracy and 

postcolonial debate
3. Postcolonial politics of recognition?
4.  Contingent universals and shifting particulars: 

Recognition in popular culture
5.  A

boriginal A
ustralians and recognition politics: 

Reconciliation, apology, sovereignty
6. T

hinking postcolonial citizenship
Index

　

本
書
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

著
者
は
序
文
に
お
い
て
、
今
日
、
国
際
移
民
の
時
代
の
到
来
に
よ

り
多
く
の
国
民
社
会
の
多
文
化
社
会
化
が
進
む
な
か
で
、
か
つ
て
の

よ
う
な
同
化
主
義
の
も
と
で
社
会
統
合
を
進
め
て
同
質
社
会
を
再
帰

さ
せ
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
国
民
文
化
を
中
心
と
し
た
安
定
的
統
合
を
求

め
よ
う
と
す
る
国
民
国
家
は
ほ
ぼ
0

0

な
い
こ
と
を
ま
ず
明
ら
か
に
す
る
。

む
し
ろ
国
際
移
民
時
代
の
多
文
化
社
会
化
を
積
極
的
に
承
認
し
た
上

で
、
国
民
国
家
の
安
定
的
統
合
を
図
る
た
め
に
多
文
化
主
義
を
進
ん

で
導
入
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
今

日
の
多
く
の
先
進
諸
国
が
、
多
文
化
社
会
の
安
定
的
統
合
に
は
同
化

主
義
は
不
向
き
だ
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
と
は
い
え
、
で
は

多
文
化
主
義
に
基
づ
く
社
会
統
合
に
進
ん
で
い
る
か
と
い
う
と
、
そ

の
こ
と
に
は
逡
巡
し
て
い
る
と
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
多
文
化
主
義

は
統
合
で
は
な
く
、
各
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
文
化
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
に
対
す
る
自
己
主
張
を
強
め
、
国
民
文
化
の
下
で
の
よ
り
広
い

社
会
統
合
に
対
す
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
気
持
ち
を
薄
め
る
の
で
「
並

行
生
活
（Parallel lives

）」
が
生
じ
、
社
会
分
裂
が
進
む
の
で
は

な
い
か
と
恐
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
近
年
の
国
民
国

家
の
急
速
な
多
文
化
社
会
化
に
対
す
る
国
民
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
不
安

を
代
弁
す
る
か
の
よ
う
な
極
右
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
運
動
が
盛
ん
に
な

り
、
移
民
排
斥
や
多
文
化
主
義
批
判
が
強
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
も
あ

る
。
実
際
、
い
く
つ
か
の
先
進
諸
国
で
は
多
文
化
主
義
、
あ
る
い
は

多
文
化
主
義
類
似
の
政
策
を
導
入
し
た
と
こ
ろ
、
不
安
定
な
社
会
分

裂
状
況
を
生
み
だ
し
た
と
し
て
、
多
文
化
主
義
に
対
し
て
距
離
を
置

こ
う
と
す
る
動
き
も
で
て
い
る
。
多
文
化
主
義
の
失
敗
を
首
相
や
大

統
領
が
論
じ
た
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
に
加
え
、
オ
ラ
ン

ダ
や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
が
そ
う
し
た
事
例
に
当
て
は
ま
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
移
民
・
難
民
、
あ
る
い
は
先
住
民
族
マ
イ
ノ
リ
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テ
ィ
は
、
自
分
た
ち
に
対
し
て
長
い
間
、
差
別
排
斥
的
で
、
同
化
主

義
的
な
社
会
統
合
を
押
し
付
け
て
き
た
国
々
が
急
に
多
文
化
主
義
を

導
入
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
多
文
化
主
義
は
、
西
洋
的
価
値
の
遵
守

を
強
く
求
め
た
上
で
の
多
文
化
主
義
（
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
）

で
あ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
制
限
付
き
多
文
化
主
義
で
あ
り
、
同
化

主
義
時
代
と
同
じ
よ
う
に
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
文
化
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
が
正
し
く
承
認
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
つ
ま
り
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
は
非
リ
ベ
ラ
ル
な
劣
等
人
種
・
民
族
だ
と
は
じ
め
か
ら
偏
見
の

目
で
見
ら
れ
て
い
る
の
で
、
今
ま
で
通
り
抑
圧
や
周
辺
化
の
圧
力
を

敏
感
に
感
じ
取
り
、
む
し
ろ
反
発
を
強
め
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
結

果
、
国
民
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
社
会
統
合
を
拒
ん

で
い
る
と
誤
解
し
が
ち
で
あ
り
、
双
方
に
多
文
化
主
義
へ
の
不
信
が

募
る
こ
と
に
な
り
や
す
い
。
反
多
文
化
主
義
の
雰
囲
気
が
各
国
で
強

ま
る
の
で
あ
る
。

　

採
用
さ
れ
る
多
文
化
主
義
が
本
当
に
国
民
文
化
と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

文
化
を
対
等
に
扱
う
だ
け
で
な
く
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
が
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
文
化
を
正
し
く
理
解
し
た
上
で
承
認
し
て
く
れ
る
か
ど
う
か
に

対
す
る
不
信
が
存
在
す
る
の
は
、
多
様
な
文
化
を
対
等
に
扱
う
と
し

な
が
ら
も
、
多
文
化
主
義
国
家
で
あ
っ
て
も
西
洋
の
リ
ベ
ラ
ル
な
価

値
観
や
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
基
づ
い
た
社
会
制
度
と
政
治
制
度
や
、
そ

れ
ら
に
沿
っ
た
生
き
方
が
優
先
さ
れ
る
リ
ベ
ラ
ル
多
文
化
主
義
社
会

で
は
、
暗
黙
の
う
ち
に
西
洋
白
人
の
文
化
が
優
先
的
に
扱
わ
れ
ざ
る

を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
時
代
に

な
っ
た
と
は
い
え
、
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
状
況
が
今
も
維
持
さ
れ
て
い
る

の
と
同
じ
で
あ
り
、
こ
れ
で
は
統
合
で
は
な
く
、
社
会
分
裂
が
生
み

だ
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
序
文
で
は
民
族
概
念
の
見
直
し
が
提
案

さ
れ
る
。

　

本
書
第
一
章
で
著
者
は
民
族
概
念
の
見
直
し
を
提
案
す
る
。
そ
れ

は
、
既
に
序
文
で
論
じ
た
よ
う
に
多
文
化
社
会
の
統
合
に
必
要
な
主

要
概
念
を
従
来
の
ま
ま
利
用
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
民
族
と
は
領

域
の
明
確
な
国
民
国
家
を
形
成
す
る
主
流
文
化
・
言
語
集
団
の
こ
と

を
い
う
が
、
そ
の
国
民
国
家
は
主
流
民
族
の
文
化
・
言
語
・
宗
教
な

ど
が
公
定
文
化
、
公
用
語
、
国
教
と
し
て
規
定
さ
れ
る
政
治
団
体
な

の
で
、
主
流
民
族
と
同
じ
文
化
・
言
語
・
宗
教
を
も
た
な
い
移
民
・

難
民
・
先
住
民
族
集
団
は
必
然
的
に
周
辺
化
さ
れ
被
支
配
的
地
位
に

位
置
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
国
民
国
家
は
不
平
等
な
制
度
的
差
別
の

体
系
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
研
究
者
の
い

う
よ
う
に
、
文
化
に
加
え
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
本
質
的
に
は
雑
種

で
あ
る
と
同
時
に
、
日
々
変
容
す
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

正
統
的
で
純
粋
で
真
正
な
伝
統
文
化
の
恒
久
性
が
主
張
さ
れ
が
ち
で

あ
り
、
不
変
的
で
固
定
的
で
本
質
主
義
的
に
想
像
さ
れ
る
た
め
、
異

文
化
と
の
接
触
に
よ
る
混
淆
や
変
容
に
対
し
て
は
不
寛
容
に
な
り
が
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ち
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
民
族
と
民
族
文
化
は
同
質
的
な
も
の
と
し

て
概
念
化
さ
れ
、
国
民
国
家
の
多
く
で
は
差
別
排
斥
主
義
や
同
化
主

義
に
よ
る
統
合
が
採
用
さ
れ
や
す
く
な
る
。

　

こ
の
民
族
概
念
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
多
い
。
そ
の
た
め
多
文
化
・
多
民
族
国
家
で
は
、
常
に
差

別
・
偏
見
、
不
平
等
、
紛
争
・
軋
轢
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
が
ち

で
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
で
多
文
化
社
会
が
進
む
現
在
に
ふ
さ
わ
し

い
民
族
概
念
の
構
築
が
必
要
に
な
る
。
西
洋
植
民
地
に
よ
る
帝
国
主

義
的
植
民
地
拡
大
の
時
代
に
生
み
だ
さ
れ
た
民
族
・
民
族
国
家
概
念

は
植
民
地
主
義
的
抑
圧
を
と
も
な
う
。
そ
れ
は
今
日
の
脱
植
民
地
の

時
代
に
お
い
て
も
、
か
つ
て
の
植
民
地
宗
主
国
に
移
住
し
て
き
た
植

民
地
出
身
居
住
者
へ
の
対
応
に
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、

概
念
の
革
新
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　

第
二
章
で
は
、
民
族
概
念
の
再
構
築
が
論
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は

ど
の
よ
う
に
変
え
れ
ば
よ
い
の
か
。
ア
ン
チ
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
研
究

者
や
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
者
は
、
純
粋
で
固
定
的
（
境
界
安
定

的
）
な
文
化
観
や
そ
れ
に
基
づ
く
国
民
お
よ
び
各
個
人
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
に
疑
い
の
目
を
向
け
る
の
で
、
著
者
も
そ
れ
に
従
っ
て
議

論
を
進
め
る
。
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
者
は
、
先
に
論
じ
た
よ
う

に
文
化
を
純
粋
で
内
容
や
境
界
を
不
変
・
固
定
的
な
も
の
と
考
え
ず

に
雑
種
で
あ
る
と
同
時
に
、
環
境
条
件
の
変
化
の
み
な
ら
ず
、
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
と
位
置
付
け
ら
れ
た
移
民
・
難
民
、
先
住
民
族
の
文
化
・

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
よ
る
偏
見
に
基
づ
く

「
誤
承
認
（M

iss-recognition

）」
や
「
非
承
認
、
軽
視
、
無
視

（N
on-recognition

）」
な
ど
へ
の
不
満
に
基
づ
く
反
発
に
よ
り
、

国
民
文
化
を
巡
る
交
渉
・
闘
争
が
お
き
、
時
代
と
と
も
に
変
化
す
る

と
考
え
る
。
そ
の
結
果
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
領
域
や
境
界
そ
の
も
の
も

変
化
す
る
の
が
当
た
り
前
な
の
で
、
従
来
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
概
念
に
強

く
懐
疑
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
権

力
バ
ラ
ン
ス
は
不
均
衡
な
た
め
、
交
渉
・
闘
争
の
結
果
は
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
に
は
不
満
な
状
況
が
続
き
や
す
い
の
で
、
反
発
・
紛
争
は
継
続

し
や
す
い
。
故
に
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
者
に
は
民
族
概
念
そ
の

も
の
、
あ
る
い
は
民
族
と
国
家
と
の
結
び
付
き
を
否
定
す
る
も
の
も

多
く
、
な
か
に
は
民
族
を
超
え
て
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
あ
る
い
は

グ
ロ
ー
バ
ル
な
反
植
民
地
主
義
運
動
を
推
奨
す
る
も
の
も
い
る
。
著

者
は
こ
の
よ
う
な
議
論
に
対
し
て
大
い
に
理
解
を
示
し
つ
つ
も
、
民

族
（
国
民
）
概
念
の
性
急
な
否
定
に
は
疑
問
を
示
す
。
そ
れ
は
、
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
が
文
化
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
承
認
・
修
正
の
た
め

の
交
渉
や
闘
争
を
行
う
場
と
し
て
、
い
き
な
り
グ
ロ
ー
バ
ル
、
あ
る

い
は
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
場
に
進
む
よ
り
は
、
国
民
国
家
レ
ベ

ル
の
場
に
お
け
る
交
渉
・
闘
争
の
方
が
や
り
や
す
い
と
考
え
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
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第
三
章
で
は
、
文
化
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
承
認
が
議
論
の
中

心
に
な
る
。
著
者
は
、
国
民
国
家
の
安
定
的
統
合
に
は
、
か
つ
て
は

力
ず
く
の
同
化
強
制
が
当
た
り
前
に
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
同
化
主

義
で
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
文
化
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
非
承
認
や
誤

承
認
が
起
き
や
す
い
。
そ
れ
で
は
社
会
の
多
様
性
へ
の
認
識
が
不
十

分
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
文
化
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
非
承
認
・

誤
承
認
を
受
け
て
い
る
文
化
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
本
源
的
不
満
は
常

に
解
消
さ
れ
ず
、
紛
争
の
火
種
は
燻
り
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
以
来
の
文
化
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
承
認
問
題
が

関
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
間
は
孤
立
し
て
生
き
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
集
団
生
活
を
営
ん
で
お
り
、
各
々
の
集
団
に
は
独
自
の
文

化
や
言
語
・
宗
教
、
そ
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
ま
と
わ
り
つ
い

て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
が
集
団
を
取
り
巻
く
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
外
集
団

に
よ
っ
て
正
し
く
認
識
さ
れ
、
承
認
さ
れ
な
い
と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の

人
々
は
安
定
的
な
生
活
を
営
め
な
い
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
民
族
文
化

や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
不
満
を
蓄
積
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、

民
族
文
化
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
承
認
を
巡
る
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
間
の
不
断
の
対
等
な
交
渉
が
必
要
に
な
る
。
こ
の

こ
と
が
認
め
ら
れ
な
い
社
会
は
民
主
主
義
社
会
と
は
い
え
な
い
。

　

著
者
は
社
会
の
多
様
性
と
各
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
文
化
・
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
が
承
認
さ
れ
る
こ
と
を
「
多
文
化
承
認
（M

ulticultural 

recognition

）」
と
し
、
承
認
を
巡
る
政
治
を
「
多
文
化
承
認
政
治

（Politics of m
ulticultural recognition

）」
あ
る
い
は
差
異
の
政

治
と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
多
文
化
承
認
を
基
礎
に
国
民
国
家

の
建
設
（
再
編
）
を
行
う
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
し
、
こ
の
よ
う
な

多
文
化
承
認
を
基
に
国
民
国
家
建
設
を
続
け
る
こ
と
を
「
多
文
化
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（M

ulticultural nationalism

）」
と
す
る
。
こ
の

議
論
は
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
や
と
く
に
ア
ク
セ
ル
・
ホ
ネ
ッ
ト

ら
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
「
承
認
の
政
治
（Politics of 

recognition

）」
を
土
台
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
議

論
は
文
化
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
本
質
主
義
化
と
文
化
・
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
真
正
性
問
題
を
発
生
さ
せ
る
の
で
、
短
絡
的
に
多
文

化
承
認
状
態
を
導
い
て
も
固
定
的
不
変
文
化
の
併
存
と
な
り
、
む
し

ろ
問
題
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
の
で
、
多
文
化
承
認
に
つ
い
て

も
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
者
に
よ
る
反
論
も
強
い
。

　

そ
の
た
め
、
そ
れ
ら
の
批
判
を
受
け
て
著
者
は
、「
ポ
ス
ト
コ
ロ

ニ
ア
ル
な
承
認
（Postcolonial recognition

）」
と
「
ポ
ス
ト
コ

ロ
ニ
ア
ル
な
承
認
の
政
治
（Postcolonial recognition politics

）」

を
導
き
だ
す
。
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
研
究
で
は
、
文
化
の
雑
種
性

と
文
化
の
内
容
と
境
界
の
可
変
性
が
前
提
と
さ
れ
る
の
で
、
多
文
化

承
認
と
い
っ
て
も
国
民
文
化
の
雑
種
性
と
可
変
性
を
前
提
と
し
つ
つ
、

ま
た
各
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
文
化
の
雑
種
性
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
可
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変
性
を
同
時
に
前
提
と
す
る
の
で
、
国
民
文
化
の
よ
り
柔
軟
な
理
解

が
可
能
と
な
り
、
国
民
文
化
を
優
先
的
に
位
置
づ
け
た
と
し
て
も
、

従
来
の
よ
う
な
国
民
文
化
を
基
準
と
し
た
多
文
化
の
序
列
化
を
な
く

し
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
全
て
の
文
化
は
雑
種
で
可
変
的
な

の
で
、
国
民
文
化
の
み
を
固
定
的
に
考
え
て
優
先
的
に
扱
い
、
多
様

な
文
化
を
序
列
化
す
る
こ
と
が
意
味
の
な
い
社
会
が
真
の
民
主
主
義

の
社
会
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
多
文
化
承
認
の
よ
り
平
等
化

を
図
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
と
す
る
。

　

第
四
章
は
、
多
文
化
承
認
の
平
等
化
と
国
民
文
化
の
相
対
化
が
ポ

ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
に
従
っ
て
進
め
ら
れ
れ
ば
よ
い
が
、
著
者
は

ま
だ
問
題
が
残
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
西
洋
が
生
み
だ
し
た
も
の

と
は
い
え
、
普
遍
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の

存
在
で
あ
る
。
前
章
で
み
た
多
文
化
主
義
は
、
あ
る
国
民
国
家
内
の

多
様
な
文
化
を
平
等
に
扱
う
と
し
つ
つ
も
、
暗
黙
の
う
ち
に
西
洋
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
基
礎
を
置
く
社
会
・
政
治
制
度
を

優
先
す
る
だ
け
で
な
く
、
西
洋
文
化
へ
の
類
似
性
に
従
っ
て
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
文
化
の
序
列
を
生
み
だ
す
と
論
じ
ら
れ
た
が
、
国
民
文
化
や

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
文
化
の
雑
種
性
が
承
認
さ
れ
た
と
し
て
も
、
西
洋
列

強
や
欧
米
社
会
の
国
民
文
化
の
リ
ベ
ラ
ル
な
要
素
へ
の
拘
り
と
、
そ

こ
か
ら
生
じ
る
白
人
優
越
意
識
と
が
共
存
し
て
い
る
と
、
逆
に
文
化

の
不
平
等
と
い
う
非
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
社
会
（
新
植
民
地
主
義
社

会
）
を
生
み
だ
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

確
か
に
、
不
用
意
に
第
三
世
界
に
多
文
化
主
義
を
持
ち
込
む
と
、

男
女
差
別
や
人
種
差
別
、
性
的
指
向
面
で
の
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
差
別
を
多

文
化
性
容
認
の
下
で
固
定
化
し
て
し
ま
う
危
険
も
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
場
合
に
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
存
在
を
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

し
、
文
化
変
容
を
促
進
す
る
た
め
に
は
文
化
の
可
変
性
が
前
提
と
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
他
方
で
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
普
遍
性
を

前
提
と
し
た
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
白
人
の
差
別
的
優
越
意
識
の
存
在

に
も
対
応
す
る
必
要
が
で
て
く
る
。
そ
し
て
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル

な
研
究
に
従
っ
て
西
洋
の
中
心
性
を
相
対
化
し
な
い
限
り
、
真
の
ポ

ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
多
文
化
社
会
状
況
は
実
現
し
な
い
と
い
う
。
こ

の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
著
者
は
本
章
で
、
西
洋
で
始
ま
っ
た

女
性
解
放
運
動
が
、
世
界
に
拡
散
し
て
い
く
過
程
で
発
生
し
た
様
々

な
対
立
を
例
に
と
る
。

　

西
洋
の
女
性
解
放
運
動
の
拡
散
に
よ
り
非
西
洋
人
運
動
家
も
参
入

し
て
く
る
と
、
西
洋
白
人
女
性
を
中
心
に
、
世
界
的
な
女
性
解
放
運

動
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
や
解
決
法
が
設
定
・
策
定
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
対

す
る
非
西
洋
人
参
加
者
か
ら
の
不
満
が
強
く
な
っ
て
い
く
が
、
先
進

国
の
運
動
家
は
そ
れ
に
対
し
て
非
白
人
の
女
性
解
放
問
題
を
特
殊
な

も
の
、
あ
る
い
は
「
遅
れ
」
と
し
て
済
ま
し
が
ち
で
あ
る
。
そ
の
た

め
白
人
女
性
の
立
場
を
中
心
に
考
え
、
第
三
世
界
の
女
性
問
題
を
周
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辺
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
西
洋
中
心
思
考
（
普
遍
中
心
・
特
殊
周
辺

思
考
）
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
の
結
果
、
女

性
解
放
運
動
の
分
裂
や
ら
対
立
が
生
み
だ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
至
上
主
義
に
基
づ
く
西
洋
普
遍
中
心
・
非
西
洋
特
殊
周
辺

思
考
に
基
づ
く
西
洋
人
の
優
越
意
識
が
、
現
在
で
も
植
民
地
主
義
と

し
て
欧
米
諸
国
の
第
三
世
界
か
ら
の
移
住
者
へ
の
差
別
を
形
作
っ
て

い
る
。
故
に
、
普
遍
と
特
殊
と
い
う
二
項
対
立
図
式
の
相
対
化
が
進

め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
上
で
多
文
化
承
認
が
な
さ
れ

な
い
と
元
の
木
阿
弥
に
な
る
と
心
配
す
る
。
そ
れ
で
は
、
普
遍
と
特

殊
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
み
る
こ
と
や
、
複
数
の
普
遍
を
考
え
る
と
い

う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
西
洋
一
極
の
普
遍
性
思
考
の
相
対
化
が

必
要
な
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

第
五
章
と
第
六
章
で
は
、
今
ま
で
の
議
論
を
前
提
に
し
た
上
で
、

よ
り
具
体
的
な
状
況
に
お
け
る
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
多
文
化
（
差

異
）
承
認
政
治
と
国
民
文
化
を
巡
る
交
渉
・
闘
争
・
承
認
・
抑
圧
そ

し
て
変
容
状
況
を
具
体
的
に
み
る
こ
と
に
な
る
。
二
つ
の
章
で
は

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
目
を
向
け
る
。
第
五
章
で
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

の
ム
ス
リ
ム
系
移
民
に
よ
る
文
化
交
渉
・
闘
争
が
扱
わ
れ
、
第
六
章

で
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
先
住
民
族
の
文
化
承
認
に
関
わ
る
白
人
に

よ
る
強
制
里
子
政
策
を
巡
る
和
解
・
謝
罪
と
土
地
返
還
・
主
権
承
認

問
題
論
争
が
扱
わ
れ
る
。

　

第
五
章
で
は
、
ム
ス
リ
ム
系
住
民
が
九
・
一
一
事
件
以
後
の
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
も
イ
ス
ラ
ー
ム
嫌
悪
拡
大
増
幅
状
況
の
な
か

で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
嫌
悪
が
ム
ス
リ
ム
系
住
民
の
文
化
・
宗
教
・
日
常

生
活
に
対
す
る
、
ほ
と
ん
ど
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
主
流
メ
デ
ィ
ア
の

偏
見
、
無
知
と
誤
解
に
基
づ
く
報
道
に
大
き
く
起
因
す
る
と
い
う
こ

と
か
ら
、
ム
ス
リ
ム
系
住
民
が
自
ら
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
民
向
け
の

大
衆
番
組
を
制
作
し
、
国
民
の
ム
ス
リ
ム
へ
の
偏
見
・
誤
認
（
誤
承

認
）
を
少
し
で
も
解
消
す
る
と
同
時
に
啓
蒙
す
る
い
く
つ
か
の
番
組

の
内
容
を
分
析
し
て
、
ム
ス
リ
ム
系
住
民
と
国
民
そ
し
て
主
流
メ

デ
ィ
ア
と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
文
化
交
渉
が
進
め
ら
れ
た
の
か
論
証

す
る
。
二
〇
世
紀
末
か
ら
二
一
世
紀
初
頭
の
イ
ラ
ン
―
イ
ラ
ク
戦
争
、

第
一
次
中
東
戦
争
、
第
二
次
中
東
戦
争
、
そ
し
て
、
九
・
一
一
事
件

以
後
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
と
中
東
に
お
け
る
戦
争
、
そ
し
て
「
イ
ス

ラ
ー
ム
国
（
I 

S
）」
に
よ
る
シ
リ
ア
と
イ
ラ
ク
領
域
内
で
の
内
戦

と
同
時
並
行
し
て
起
き
た
欧
米
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
過
激
主
義
者

に
よ
る
テ
ロ
事
件
多
発
に
よ
り
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
内
の
イ
ス

ラ
ー
ム
嫌
悪
は
強
ま
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
こ
れ
ら
の
戦
争
の

ほ
と
ん
ど
に
参
加
し
て
い
た
た
め
、
I 

S
か
ら
テ
ロ
の
標
的
に
さ
れ

て
お
り
、
国
内
で
も
テ
ロ
事
件
が
未
遂
を
含
め
て
頻
発
し
た
こ
と
も

あ
り
イ
ス
ラ
ー
ム
嫌
悪
は
広
が
り
、
ム
ス
リ
ム
排
斥
を
標
榜
す
る
極

右
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
運
動
も
強
ま
っ
た
。
と
は
い
え
多
文
化
主
義
時
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代
の
到
来
の
も
と
で
成
長
し
た
ム
ス
リ
ム
系
若
者
住
民
は
テ
ロ
に
で

は
な
く
、
積
極
的
に
多
文
化
承
認
交
渉
・
闘
争
へ
と
向
か
っ
て
い
っ

た
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
嫌
悪
の
状
況
の
な
か
で
ム
ス
リ
ム
自
身
に
よ
る
テ
レ

ビ
番
組
の
政
策
は
二
一
世
紀
に
な
っ
て
始
ま
っ
た
。
本
書
で
取
り
上

げ
る
も
の
は
「
サ
ラ
ム
カ
フ
ェ
ー
（Salam

 Café

）」
と
「
茶
色
惑

星
の
恐
怖
（Fear of Brow

n Planet

）」
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
英

語
番
組
で
あ
る
。「
サ
ラ
ム
カ
フ
ェ
ー
」
は
二
〇
〇
五
年
か
ら
〇
七

年
に
放
送
さ
れ
た
も
の
で
、
内
容
は
数
名
の
パ
ネ
リ
ス
ト
が
毎
回
ム

ス
リ
ム
住
民
の
日
常
生
活
と
イ
ス
ラ
ー
ム
教
に
ま
つ
わ
る
論
点
を
選

び
、
パ
ネ
リ
ス
ト
に
よ
る
対
談
の
な
か
で
分
か
り
や
す
く
、
か
つ
冗

談
を
交
え
た
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
雰
囲
気
の
な
か
で
解
説
す
る
と
と
も

に
、
番
組
中
に
は
メ
ル
ボ
ル
ン
の
大
通
り
を
歩
く
人
々
に
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
し
て
、
番
組
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
論
点
に
つ
い
て
ど
の
程
度

知
っ
て
い
る
の
か
質
問
す
る
が
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
。
毎
回
論
点
に
関
わ
る
ゲ
ス
ト
も
出
演
し
追
加
的
な
解
説

を
し
て
番
組
を
終
え
る
。
パ
ネ
リ
ス
ト
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
生
ま
れ

の
ム
ス
リ
ム
系
若
者
な
の
で
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
白
人
若
者
た
ち
の

番
組
の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
パ
ネ
リ
ス
ト
の
女
性
は
イ
ス
ラ
ー

ム
教
に
従
い
伝
統
的
な
服
装
を
し
、
男
性
は
髭
を
蓄
え
て
い
る
。

「
茶
色
惑
星
の
恐
怖
」
は
、
二
人
の
ム
ス
リ
ム
系
男
性
コ
メ
デ
ィ
ア

ン
が
中
心
と
な
り
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
に
よ
る
ム
ス
リ
ム
系
住
民

に
対
す
る
差
別
・
偏
見
・
無
知
・
誤
認
を
題
材
に
白
人
を
か
ら
か
う

よ
う
な
挑
戦
的
な
ジ
ョ
ー
ク
の
多
い
漫
談
で
観
客
を
笑
わ
せ
な
が
ら

番
組
を
展
開
す
る
。「
サ
ラ
ム
カ
フ
ェ
ー
」
よ
り
笑
い
が
は
る
か
に

多
い
が
内
容
は
硬
派
で
あ
る
。
番
組
の
タ
イ
ト
ル
は
、
も
と
も
と
米

国
の
ヒ
ッ
プ
ポ
ッ
プ
グ
ル
ー
プ
で
黒
人
差
別
に
反
対
す
るPublic 

Enem
y

の
ア
ル
バ
ム
「
黒
色
惑
星
の
恐
怖
（Fear of Black 

Planet

）」
か
ら
借
用
し
た
も
の
な
の
で
き
つ
い
主
張
も
含
ま
れ
る
。

そ
の
た
め
後
者
は
保
守
系
・
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
・
極
右
系
国
民
か
ら
の

批
判
・
脅
迫
を
受
け
て
い
る
。

　

ど
ち
ら
の
番
組
も
当
初
は
メ
ル
ボ
ル
ン
の
ロ
ー
カ
ル
な
エ
ス
ニ
ッ

ク
テ
レ
ビ
放
送
局
の
番
組
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、
次
第
に
人
気

が
出
て
前
者
は
全
国
放
送
の
多
文
化
放
送
局
（
Ｓ
Ｂ
Ｓ
）
に
よ
り
全

国
放
送
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
後
者
は
一
般
国
民
向
け
の
全
国
放
送

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
放
送
局
（
Ａ
Ｂ
Ｃ
）
の
「
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
ス
ト
ー
リ
ー
」
と
い
う
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
日
常
を
紹
介

す
る
番
組
の
な
か
で
紹
介
さ
れ
有
名
に
な
っ
た
。「
茶
色
惑
星
」
の

二
人
の
出
演
者
は
そ
の
後
自
分
の
番
組
を
も
つ
ほ
ど
の
人
気
者
に

な
っ
て
い
る
。「
茶
色
惑
星
」
の
番
組
の
出
演
者
も
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
生
ま
れ
の
若
者
で
あ
り
、
白
人
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
が
演
じ
て
い

る
の
と
変
わ
り
な
い
。
著
者
は
、
こ
の
二
つ
の
番
組
を
通
し
て
、
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オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
民
の
ム
ス
リ
ム
系
住
民
に
対
す
る
誤
認
が
だ
い

ぶ
修
正
さ
れ
る
き
っ
か
け
に
な
る
と
と
も
に
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
文

化
の
多
様
化
を
多
く
の
国
民
が
笑
い
と
と
も
に
肌
で
感
じ
る
こ
と
が

で
き
た
だ
ろ
う
と
し
て
、
大
衆
文
化
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
文
化
交

渉
・
闘
争
戦
略
を
評
価
し
て
い
る
。

　

第
六
章
で
は
、
先
の
章
で
ム
ス
リ
ム
住
民
に
対
す
る
国
民
に
よ
る

誤
認
・
偏
見
・
無
知
な
ど
を
矯
正
さ
せ
る
た
め
の
ム
ス
リ
ム
住
民
に

よ
る
積
極
的
で
挑
戦
的
な
試
み
（
交
渉
・
闘
争
）
と
国
民
文
化
の
相

対
化
の
努
力
と
が
分
析
さ
れ
て
い
た
の
で
、
本
章
で
は
、
一
九
八
〇

年
代
以
降
の
多
文
化
主
義
政
策
の
普
及
の
下
で
の
先
住
民
族
に
よ
る

文
化
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
承
認
を
巡
る
交
渉
・
闘
争
の
分
析
が
扱

わ
れ
る
は
ず
だ
が
、
実
際
に
は
先
住
民
族
の
文
化
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
承
認
だ
け
で
な
く
、
謝
罪
と
和
解
、
主
権
を
巡
る
白
人
国
民
側

の
議
論
の
動
向
、
つ
ま
り
、
積
極
的
に
承
認
し
よ
う
と
す
る
白
人
と

承
認
に
反
対
す
る
白
人
に
国
論
が
二
分
さ
れ
て
い
る
状
況
が
扱
わ
れ

る
。
こ
れ
に
は
、
多
文
化
主
義
政
策
の
下
で
、
先
住
民
族
と
白
人

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
と
の
間
の
悲
惨
な
歴
史
が
学
校
で
も
積
極
的
に

学
習
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
国
民
の
間
で
先
住
民
族
の
福
祉
問
題
が

意
識
さ
れ
る
と
と
も
に
、
先
住
民
族
の
現
在
の
貧
困
生
活
・
ホ
ー
ム

レ
ス
問
題
・
犯
罪
多
発
と
獄
中
死
・
非
行
問
題
と
家
庭
内
暴
力
・
性

暴
力
・
児
童
虐
待
や
福
祉
依
存
な
ど
の
問
題
が
認
識
さ
れ
始
め
る
と

と
も
に
、
先
住
民
族
の
文
化
・
主
権
承
認
問
題
が
浮
上
し
て
き
た
こ

と
が
大
い
に
影
響
し
て
い
る
。

　

そ
の
な
か
で
ま
ず
扱
わ
れ
た
の
は
、
一
九
八
八
年
の
入
植
二
〇
〇

年
を
巡
り
、
先
住
民
族
の
主
権
を
認
め
て
改
め
て
議
論
さ
れ
た
入
植

者
と
の
間
の
条
約
締
結
問
題
で
あ
る
。
条
約
締
結
は
実
現
し
な
か
っ

た
が
、
後
の
一
九
九
二
年
に
先
住
民
族
へ
の
土
地
返
還
を
巡
る
裁
判

で
原
告
の
名
前
を
取
っ
た
マ
ボ
判
決
が
最
高
裁
に
よ
っ
て
下
さ
れ
て
、

先
住
民
族
の
土
地
に
対
す
る
先
住
権
原
が
認
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
二

〇
世
紀
に
行
わ
れ
た
強
制
里
子
政
策
の
悲
惨
な
影
響
が
人
権
平
等
委

員
会
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
、
同
問
題
に
対
す
る
謝
罪
と
和
解

（
補
償
）
が
一
九
九
〇
年
代
半
ば
に
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

謝
罪
す
べ
き
と
す
る
左
翼
系
国
民
と
そ
の
必
要
は
な
い
と
す
る
保
守

系
国
民
と
の
間
で
国
論
が
二
分
さ
れ
た
。
結
局
、
保
守
系
の
ハ
ワ
ー

ド
連
邦
首
相
に
よ
り
謝
罪
は
拒
否
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
二
〇
〇
七

年
に
は
北
部
準
州
の
先
住
民
族
の
生
活
の
矯
正
の
た
め
と
称
し
た
警

察
と
州
政
府
軍
に
よ
る
家
庭
内
暴
力
と
性
的
虐
待
の
取
り
締
ま
り
や
、

先
住
民
族
の
社
会
秩
序
、
家
庭
生
活
安
定
の
た
め
の
家
計
管
理
政
策

等
を
含
む
「
北
部
準
州
緊
急
介
入
（N

orthern T
erritory 

Em
ergency Intervention

）」
が
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
和
解

策
と
し
て
導
入
さ
れ
て
し
ま
い
、
先
住
民
族
の
文
化
・
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
承
認
交
渉
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
先
住
民
族
の
文
化
・
ア
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イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
矯
正
を
巡
る
「
多
文
化
矯
正
」
の
時
代
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
謝
罪
派
の
人
々
の
先
頭
を
切
っ
て
、

連
邦
労
働
党
の
ラ
ッ
ド
首
相
が
二
〇
〇
八
年
二
月
に
連
邦
議
会
で
非

先
住
民
族
国
民
を
代
表
し
て
謝
罪
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
強

制
里
子
政
策
へ
の
謝
罪
は
個
々
の
先
住
民
族
被
害
者
へ
の
補
償
で
は

な
く
、
先
住
民
族
全
体
へ
の
福
祉
・
社
会
参
加
支
援
の
充
実
で
お
茶

が
濁
さ
れ
た
形
と
な
っ
た
。

　

以
上
の
先
住
民
族
の
文
化
・
主
権
を
巡
る
こ
れ
ら
の
動
き
を
み
て
、

著
者
は
先
住
民
族
の
場
合
は
ム
ス
リ
ム
系
住
民
の
よ
う
な
主
体
的
な

交
渉
・
闘
争
の
動
き
よ
り
も
、
白
人
中
心
に
先
住
民
族
の
文
化
・
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
巡
る
議
論
の
み
が
先
行
し
た
上
に
、
主
権
・
補

償
問
題
は
、
マ
ボ
判
決
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
棚
上
げ
さ
れ
た
こ
と
に

注
目
し
、
こ
の
よ
う
な
先
住
民
族
の
文
化
承
認
を
巡
る
非
先
住
民
族

国
民
の
動
き
は
、
良
心
の
呵
責
に
基
づ
く
白
人
中
心
の
自
己
満
足
を

求
め
る
動
き
に
過
ぎ
ず
、
先
住
民
族
の
文
化
承
認
へ
の
主
張
が
軽
視

さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
主
権
の
承
認
を
求
め
る
先
住
民
族
を
移

民
と
同
等
な
地
位
に
置
い
た
上
で
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
多
文
化
主
義
秩

序
の
な
か
に
位
置
付
け
、
主
権
承
認
で
は
な
く
文
化
承
認
で
済
ま
し
、

伝
統
的
白
人
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
民
文
化
の
主
導
的
地
位
を
守
ろ
う

と
す
る
も
の
に
過
ぎ
ず
、
先
住
民
族
文
化
を
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
多

文
化
の
一
つ
と
し
て
周
辺
化
す
る
も
の
だ
と
の
批
判
も
強
い
こ
と
を

指
摘
す
る
。
そ
れ
で
も
、
先
住
民
族
の
文
化
・
主
権
問
題
が
俎
上
に

上
る
た
び
に
対
立
も
深
ま
る
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
民
の
先
住
民

族
問
題
理
解
は
深
ま
っ
て
い
る
と
著
者
は
い
う
。

　

第
七
章
で
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
の
多
文
化
主
義
政
策
の
下
に

お
け
る
、
先
住
民
族
と
ム
ス
リ
ム
系
住
民
の
文
化
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
承
認
交
渉
・
闘
争
は
、
そ
れ
な
り
の
成
果
を
上
げ
た
こ
と
が
確

認
さ
れ
た
と
し
て
、
著
者
は
、
改
め
て
多
文
化
承
認
政
治
と
多
文
化

主
義
の
有
用
性
を
強
調
す
る
。
そ
の
た
め
多
文
化
主
義
無
用
論
や
イ

ン
タ
ー
カ
ル
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
（
間
文
化
主
義
）
に
よ
る
多
文
化
主
義

批
判
に
つ
い
て
は
反
対
の
立
場
を
鮮
明
に
す
る
。
と
同
時
に
、
文
化

や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
政
治
の
問
題
点
を
意
識
し
た
上
で
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ

ア
ル
研
究
者
の
な
か
で
強
く
ネ
イ
シ
ョ
ン
や
文
化
概
念
を
批
判
す
る

人
々
の
議
論
に
理
解
を
示
し
つ
つ
も
、
文
化
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

承
認
を
巡
る
交
渉
・
闘
争
は
、
当
面
の
間
は
国
民
国
家
の
水
準
で
行

う
方
が
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
り
、
ポ
ス
ト
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
立
場

か
ら
脱
国
民
国
家
を
論
じ
る
の
は
時
期
尚
早
だ
と
念
を
押
す
。
多
文

化
主
義
の
下
で
多
文
化
市
民
権
が
重
視
さ
れ
る
が
、
多
文
化
市
民
権

の
有
効
性
を
強
め
る
に
は
、
そ
の
弱
点
を
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
市
民

権
の
考
え
方
で
補
足
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
ネ
イ

シ
ョ
ン
、
文
化
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
多
文
化
（
差
異
）
承
認
政

治
と
多
文
化
市
民
権
の
有
用
性
を
確
認
し
て
議
論
を
閉
じ
る
。
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評
価

　

本
書
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
多
文
化
主
義
を
擁
護
す
る
の
で
興
味

深
く
読
ん
だ
が
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
承
認
を
巡
る
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ

ア
ル
研
究
に
よ
る
批
判
に
対
し
て
批
判
的
に
言
及
し
、
や
や
こ
し
い

議
論
が
本
章
の
前
半
か
ら
三
分
の
二
く
ら
い
の
と
こ
ろ
ま
で
続
く
の

で
辛
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
研
究

に
よ
っ
て
従
来
の
本
質
主
義
的
な
観
点
を
捨
て
た
上
で
ネ
イ
シ
ョ
ン
、

文
化
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
そ
れ
ら
を
巡
る
承
認
の
政
治
、
多
文

化
主
義
、
多
文
化
市
民
権
な
ど
の
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
者
に
は

評
判
の
悪
い
概
念
を
擁
護
す
る
研
究
で
あ
り
、
納
得
の
い
く
議
論
で

あ
る
こ
と
は
了
解
で
き
た
。
文
化
の
雑
種
性
と
そ
の
可
変
性
（
境
界

変
動
性
）
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
多
文
化
社
会
の
安
定
に
と
っ
て
大

変
重
要
だ
と
い
う
こ
と
は
、
評
者
も
以
前
よ
り
論
じ
て
き
た
と
こ
ろ

で
あ
り
支
持
し
た
い
議
論
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

し
か
し
、
以
上
の
議
論
を
土
台
に
行
わ
れ
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に

お
け
る
ム
ス
リ
ム
系
住
民
に
よ
る
文
化
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
承
認

を
巡
る
政
治
（
交
渉
や
闘
争
）
の
成
果
に
つ
い
て
の
著
者
の
議
論
に

は
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
書
で
分
析
さ
れ
た
二

つ
の
ム
ス
リ
ム
系
放
送
番
組
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
に
大
い
に
全

国
的
に
注
目
さ
れ
、
そ
れ
な
り
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
成
果
も
上
げ

た
と
思
わ
れ
る
が
、
二
〇
一
〇
年
代
の
ア
ラ
ブ
の
春
以
後
の
中
東
の

政
治
的
混
乱
や
難
民
問
題
の
発
生
と
同
時
に
I 

S
の
拡
大
と
紛
争
の

増
加
は
、
欧
米
に
お
け
る
I 

S
シ
ン
パ
で
あ
る
ム
ス
リ
ム
系
過
激
主

義
若
者
の
テ
ロ
活
動
を
活
発
化
さ
せ
、
そ
れ
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に

も
及
ん
で
お
り
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
嫌
悪
は
二
〇
一

〇
年
代
に
も
拡
大
し
続
け
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
の
ポ
ー
リ
ン
・
ハ
ン
ソ

ン
と
ワ
ン
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
党
や
極
右
の
「
リ
ク
レ
イ
ム
・
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
」
の
活
動
の
再
活
性
化
を
促
し
た
。
ま
た
、
北
部
準
州
に
お

け
る
緊
急
介
入
は
連
邦
労
働
党
も
支
持
し
た
だ
け
で
な
く
、
全
国
に

拡
大
さ
れ
、
継
続
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、
二
〇
〇
〇
年

代
ム
ス
リ
ム
系
住
民
の
努
力
や
先
住
民
と
の
和
解
を
促
進
し
た
白
人

国
民
に
よ
る
努
力
の
効
果
が
打
ち
消
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
著
者
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
カ
ナ
ダ
を
除
く

他
の
欧
米
先
進
諸
国
よ
り
も
多
文
化
承
認
と
そ
れ
に
基
づ
く
国
民
国

家
形
成
を
進
め
て
い
る
こ
と
か
ら
多
少
楽
観
的
に
考
え
て
い
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
北
部
準
州
の
緊
急
介
入
政
策
が
全
国
の
国
民
を
対
象

と
す
る
よ
う
に
拡
大
適
用
さ
れ
た
の
は
、
先
住
民
族
だ
け
を
対
象
と

す
る
北
部
準
州
の
緊
急
介
入
は
連
邦
人
種
差
別
禁
止
法
に
抵
触
す
る

の
で
、
そ
の
対
応
で
も
あ
っ
た
。
ハ
ワ
ー
ド
首
相
は
差
別
禁
止
法
の

一
部
の
効
力
を
停
止
さ
せ
た
上
で
緊
急
政
策
を
導
入
し
た
が
、
こ
の

動
き
に
反
対
し
て
い
た
労
働
党
は
む
し
ろ
全
国
国
民
に
適
用
さ
せ
る
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こ
と
に
よ
っ
て
人
種
差
別
禁
止
法
と
の
抵
触
問
題
を
解
消
さ
せ
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
人
種
差
別
禁
止
法
へ
の
対
応
に
よ
る
緊
急

介
入
の
全
国
拡
大
が
、
む
し
ろ
先
住
民
族
や
ム
ス
リ
ム
系
住
民
へ
の

反
感
や
偏
見
差
別
を
強
化
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る

の
で
、
ム
ス
リ
ム
系
住
民
の
二
〇
〇
〇
年
代
の
努
力
と
一
九
九
〇
年

代
か
ら
の
白
人
中
心
と
は
い
え
和
解
へ
の
先
住
民
族
の
努
力
は
多
文

化
社
会
化
へ
の
保
守
か
ら
の
反
発
が
強
す
ぎ
て
、
多
文
化
主
義
と
多

文
化
承
認
政
治
の
効
果
と
と
も
に
薄
ま
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
が

事
実
で
あ
ろ
う
。
最
近
で
は
謝
罪
を
行
っ
た
労
働
党
の
多
文
化
主
義

政
治
支
持
も
弱
く
な
る
な
か
で
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
新
型
肺

炎
の
蔓
延
に
よ
り
ム
ス
リ
ム
問
題
や
先
住
民
族
の
主
権
や
文
化
承
認

問
題
は
、
政
治
家
や
人
々
の
意
識
か
ら
薄
れ
て
い
る
が
、
本
書
の
い

う
多
文
化
承
認
の
政
治
と
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
市
民
権
は
新
型
肺
炎

後
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
だ
け
で
な
く
世
界
各
地
で
再
び
重
要
な
論
題

と
な
る
の
で
、
本
書
の
価
値
が
減
じ
る
こ
と
は
な
い
の
で
今
後
と
も

注
目
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

本
稿
執
筆
中
に
、
先
住
民
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
民
と
の
間
の
文

化
承
認
を
巡
る
大
き
な
動
き
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
二
〇
二
一
年
一

月
一
日
よ
り
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
歌
の
一
部
が
修
正
さ
れ
た
こ
と
で

あ
る
。
国
歌
の
な
か
に
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
「
若
く
自
由
（young 

and free

）」
な
国
だ
と
す
る
フ
レ
ー
ズ
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
は
「
一
つ
の
自
由
な
国
（one and free

）」
に
変
更

し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
若
い
と
い
う

の
は
、
白
人
入
植
以
後
の
こ
と
を
念
頭
に
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ

以
前
よ
り
長
期
に
わ
た
り
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
陸
に
住
ん
で
い
た
先

住
民
族
の
歴
史
を
無
視
し
た
も
の
だ
と
い
う
先
住
民
族
か
ら
の
批
判

が
こ
の
数
年
の
間
に
強
く
な
っ
た
結
果
で
あ
る
。
そ
の
中
心
的
な
批

判
活
動
は
、
プ
ロ
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ラ
グ
ビ
ー
や
フ
ッ
ト
ボ
ー

ル
チ
ー
ム
で
活
躍
す
る
先
住
民
族
系
選
手
が
増
加
し
、
ラ
グ
ビ
ー
や

フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
「
優
勝
決
定
戦
（grand final

）」
で
の
試
合
前

の
国
歌
斉
唱
を
彼
ら
が
拒
否
し
た
こ
と
が
原
因
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は

著
者
が
引
用
し
た
テ
レ
ビ
番
組
同
様
の
効
果
を
ス
ポ
ー
ツ
が
果
た
し

た
事
例
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
二
〇
〇
〇
年
代
の
文
化
・
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
承
認
の
闘
争
の
効
果
は
失
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
事

例
と
も
い
え
よ
う
。
た
だ
、
変
更
を
認
め
た
モ
リ
ソ
ン
首
相
は
、

「one

」
に
多
文
化
よ
り
も
社
会
的
結
束
を
強
化
し
よ
う
と
い
う
意

味
を
含
意
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
不
信
も
国
民
の
間
に

み
ら
れ
る
。
今
後
こ
の
点
の
解
明
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（O
xfordshire U

K
: Routledge, 2018
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